
第13章　実施を確保するための措置

（この規程の実施を確保するための措置）
第185条　会員は、この規程の内容について、関係作業者に周知を図るほか、教育を実施しな
ければならない。

　解　説　

建設業労働災害防⽌協会（＝建災防）会員は、労働災害防⽌団体法第41条により、建設業労働災害
防⽌規程（＝防⽌規程）の順守義務がある。
労働災害の防⽌を図るために、建設の仕事に直接携わる作業者が安全確認と安全作業に継続的に取
り組む必要がある。
よって、第185条では、会員が防⽌規程の内容を関係作業者に周知するほか、内容とその理解を深
めるための教育を実施しなければならないことを定めている。
なお、建設業の仕事が請負形態であり、幅広い周知を必要とするため、本条ではあえて「関係作業者」
と表現し、会員企業の関係請負人の作業者を含めた同防⽌規程の周知を図り、かつ順守のための教育
を実施することをもって、労働災害防⽌に資する趣旨である。

第185条と安衛法令等の関係

区　　　　　　　　　　分 安衛法令等

会員の順守義務等 労働災害防⽌団体法第41条
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第186条　協会は、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
⑴　協会は、建設業界関係者等の意見を聞いて、建設業における労働災害を防⽌するため、こ
の規程の内容、その他労働災害防⽌に関し重要な事項を定めた計画、実施事項等を策定する
こと。
⑵　この規程の内容について、会員に対し、講習会を行うこと、安全指導者・安全管理士・衛
⽣管理士等による現場指導を行うこと等によりその周知を図ること。
⑶　この規程の内容について、発注者等に知らせ、この規程に基づき会員が行う措置について
理解・協⼒を求めること。
⑷　会員が安全施⼯サイクル活動の実施、業務に起因する危険性又は有害性等の調査及びその
結果に基づく措置（リスクアセスメント）の実施、建設業労働安全衛⽣マネジメントシステ
ムの導入、「建災防方式健康KYと無記名ストレスチェック」及び建災防方式「新ヒヤリハッ
ト報告」等を促進するための環境整備を図ること。
⑸　会員がこの規程を守らない場合には適切な指導を行い、その指導にかかわらず会員が規程
を守らないときは警告を発すること。

　解　説　

第186条は、建設業労働災害防⽌協会（＝建災防）が行わなければならないことを定めている。
⑴は、建災防は、建設業界関係者の意見・ニーズをよく把握し、建設業の労働災害を防⽌するため、
建設業労働災害防⽌規程（＝防⽌規程）の内容を踏まえて、①建設業労働災害防⽌ 5カ年計画、②各
年度毎の建設業労働災害防⽌実施事項、③各種の労働災害防⽌のための週間・⽉間・期間の実施要領
（全国安全週間実施要領、全国労働衛⽣週間実施要領、建設業年末年始労働災害防⽌強調期間実施要領、
建設業年度末労働災害防⽌強調⽉間実施要領）を策定することを定めている。
⑵は、建災防は、防⽌規程の内容を、講習会を行うこと、
建災防各⽀部に配置している安全指導者や建災防本部の安
全管理士・衛⽣管理士等による現場指導の活⽤など、様々
な機会を通じ、会員に対し、防⽌規程の周知を図ることを
定めている。
⑶は、建災防は、防⽌規程の内容を、発注者、建設業界
団体等に対し、発注者・業界団体等との会議の場など様々
な機会を通じ、周知し、同規程に基づく措置が十分に講じ
られるよう理解と協⼒を求めることを定めている。
⑷は、建災防は、安全施⼯サイクル、リスクアセスメントの実施、建設業労働安全衛⽣マネジメン
トシステムの導入・「建災防方式健康KYと無記名ストレスチェック」及び建災防方式「新ヒヤリハッ
ト報告」等、建設業における労働災害防⽌活動を促進するため、安全衛⽣教材の作成・改善、安全衛
⽣教育の実施、全国建設業労働災害防⽌⼤会における安全衛⽣管理活動の発表の場の提供などの機会
を設け、その環境整備を図ることを定めている。
⑸は、建災防は、防⽌規程の内容が会員において守られていない場合は、安全指導者、安全管理士、
衛⽣管理士等による指導活動など含め、建災防の事業活動を通じて適正な指導を行う。その指導にも
かかわらず会員が規程を守らないときは警告を発することを定めている。
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☆⽤語の意味☆
�・ 　「実施事項等」の ｢等｣ には、実施要領がある。
�・　「管理士等」の「等」には、労働安全コンサルタント等の資格を有する者、セーフティエキスパー
ト（SAEX）、建災防役職員で安全衛⽣の実務経験を有する者などがある。
�・　「現場指導を行うこと等」の「等」には、建設業労働安全衛⽣マネジメントシステムの導入に
伴うコスモス認定等の活動、安全衛⽣教育活動、安全思想普及活動の場などがある。
�・　「発注者等」の ｢等｣ には、建設業の専門⼯事業団体、労働組合等が含まれる。
�・　「建設業労働安全衛⽣マネジメントシステムの導入等」の「等」には、会員の⾃主的安全衛⽣
活動として、5Ｓ活動、安全衛⽣教育、声のかけ合い運動など安全衛⽣管理活動のための各種の
活動・運動の実施がある。

第186条と安衛法令等の関係

区　　　　　　　　　　分 安衛法令等

労働災害防⽌団体法 第 1章～第 4章

労働災害防⽌団体法施行規則

安全管理士及び衛⽣管理士 労働災害防⽌団体法第12条

業務 労働災害防⽌団体法第36条

労働災害防⽌規程 労働災害防⽌団体法第37条

労働災害防⽌規程の認可 労働災害防⽌団体法第38条

労働災害防⽌規程の認可の申請 労働災害防⽌団体法施行規則第 8条

労働災害防⽌規程の廃⽌の届出 労働災害防⽌団体法第39条

労働災害防⽌規程の廃⽌の届出 労働災害防⽌団体法施行規則第 9条

関係労働者等の意見の聴取 労働災害防⽌団体法第40条

関係労働者等の意見の聴取 労働災害防⽌団体法施行規則第10条

会員の順守義務等 労働災害防⽌団体法第41条

会員 労働災害防⽌団体法第42条

秘密保持義務 労働災害防⽌団体法第56条

安全管理士の資格、衛⽣管理士の資格 労働災害防⽌団体法施行規則第 1条、第 2条

労働災害防⽌団体法施行規則第 1条第 2号の規定に基づく安全
管理士の資格

平12.12.25労働省告示第120号

労働災害防⽌団体法施行規則第 1条第 2号の規定に基づく衛⽣
管理士の資格

平12.12.25労働省告示第120号

安全指導者規程、安全指導者執務指針について、安全指導者指
導要領

建災防内規（規程⇒昭47. 8 . 1 改正昭52. 8 . 1 ）
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附　則（設定　昭和41年 6 ⽉ 3 ⽇）
1　この規程は、この規程について、労働⼤⾂の認可のあった⽇から起算して90⽇を経過した⽇
から適⽤する。ただし、第28条及び第29条第 1号及び第 2号の規定は、その認可のあった⽇か
ら適⽤する。

附　則（変更　昭和42年 7 ⽉ 3 ⽇）
1　この規程は、この規程について、労働⼤⾂の認可のあった⽇から起算して90⽇を経過した⽇
から適⽤する。

附　則（変更　昭和43年 8 ⽉ 3 ⽇）
1　この変更は、この変更について、労働⼤⾂の認可のあった⽇から起算して90⽇を経過した⽇
から適⽤する。

附　則（変更　昭和44年 8 ⽉ 3 ⽇）
1　この変更は、この変更について、労働⼤⾂の認可のあった⽇から起算して90⽇を経過した⽇
から適⽤する。

附　則（変更　昭和46年 8 ⽉ 3 ⽇）
1　この変更は、この変更について、労働⼤⾂の認可のあった⽇から起算して90⽇を経過した⽇
から適⽤する。

附　則（変更　昭和48年12⽉ 1 ⽇）
1　この変更は、この変更について、労働⼤⾂の認可のあった⽇から起算して90⽇を経過した⽇
から適⽤する。

附　則（変更　平成20年 1 ⽉ 4 ⽇）
1　この変更は、この変更について、厚⽣労働⼤⾂の認可のあった⽇から起算して90⽇を経過し
た⽇から適⽤する。

附　則（変更　平成25年 8 ⽉ 1 ⽇）
1　この変更は、この変更について、厚⽣労働⼤⾂の認可のあった⽇から起算して90⽇を経過し
た⽇から適⽤する。

附　則（変更　令和元年11⽉ 5 ⽇）
1　この変更は、この変更について、厚⽣労働⼤⾂の認可のあった⽇から起算して90⽇を経過し
た⽇から適⽤する。

附　則（変更　令和 5年 9⽉12⽇）
1　この変更は、この変更について、厚⽣労働⼤⾂の認可のあった⽇から起算して90⽇を経過し
た⽇から適⽤する。

—�347�—



附則と労働災害防⽌団体法との関係

区　　　　　　　　　　分 安衛法令等

労働災害防⽌団体法 第 1章～第 4章

労働災害防⽌団体法施行規則

業務 労働災害防⽌団体法第36条

労働災害防⽌規程 労働災害防⽌団体法第37条

労働災害防⽌規程の認可 労働災害防⽌団体法第38条

労働災害防⽌規程の廃⽌の届出 労働災害防⽌団体法第39条

労働災害防⽌規程の認可の申請 労働災害防⽌団体法施行規則第 8条

労働災害防⽌規程の廃⽌の届出 労働災害防⽌団体法施行規則第 9条
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　　参　考　　　建災防統一安全標識

建設現場で使⽤する基本的な安全標識を統⼀し、その普及により建設現場における労働災害防⽌に
資することを⽬的に、建災防統⼀安全標識を制定している。
標識のデザインは、別添 1のとおりである。
また、⽇本語標示、図記号等の位置、サイズ等は、別添 2のとおりである。
そのほか、外国人労働者の安全な就労環境を確保する観点から、各標識に併記する外国語標示の⼀
例を別添 3に紹介する。

別添 1　各標識のデザイン

（1）立入禁⽌ （2）禁煙 （3）火気厳禁 （4）駐車禁⽌ （5）一般禁⽌

（6）頭上注意 （7）足もと注意 （8）開口部注意 （9）感電注意 （10）墜落注意

（11）路肩注意 （12）酸欠注意 （13）有機溶剤使⽤中 （14）一般注意 （15）安全帯使⽤

（16）保護帽 （17）一般指示 （18）整理整頓 （19）最大積載荷重 （20）喫煙所
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（21）担架 （22）安全通路 （23）昇降階段 （24）休憩所 （25）消火器

（26）警報設備

禁⽌標識

指示標識

安全状態標識

防火標識

注意警告標識

（27）AED設置場所

別添 2　各標識のサイズ（比率）
数字は、標識の横サイズを100とした場合の比率を表している。

別表第２

数字は、標識の横サイズを とした場合の比率を表している。

禁止標識 注意警告標識

指示標識 安全状態標識

防火標識

別表第２

数字は、標識の横サイズを とした場合の比率を表している。

禁止標識 注意警告標識

指示標識 安全状態標識

防火標識

別表第２

数字は、標識の横サイズを とした場合の比率を表している。

禁止標識 注意警告標識

指示標識 安全状態標識

防火標識

別表第２

数字は、標識の横サイズを とした場合の比率を表している。

禁止標識 注意警告標識

指示標識 安全状態標識

防火標識

別表第２

数字は、標識の横サイズを とした場合の比率を表している。

禁止標識 注意警告標識

指示標識 安全状態標識

防火標識
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注 1）�　（ 5 ）⼀般禁⽌、（14）⼀般注意及び（17）⼀般指示は、⽬的とする標識が（ 1 ） ～（27）にない場合
に使⽤する。各標識には、⽬的とする⽇本語を⾃由に標示することができる。

注 2）�　各標識の⽇本語、図記号等のサイズについては、比率は決めているが、標識全体のサイズは、掲
示箇所に応じて⾃由とする。

注 3）�　標識下部の白地の部分には、標識の⽬的をさらに明確にするための補助情報、会社名等を標示す
ることができる。

注 4）�　外国語等の補助情報を標示するため、白地の部分が不⾜する場合は、白地を下に拡げること又は
別の標示板を追加することができる。

別添 3　⽇本語に併記する外国語標示例

参考

建災防統一安全標識の外国語標示例

（５）統一安全標識のサイズは、横 に対して高さ ～ としているが、補助情報を標

示するために余白部分が不足する場合には、任意の大きさに下方を拡げること、又は補助情報

を記載した別の標示板を取り付けることは構わない。

英英語語 中国語 ベトナム語 イインンドドネネシシアア語語 タガログ語

1 立入禁止 DDoo  NNoott  EEnntteerr 禁禁止止入入内内 CCẤMM  VVÀÀOO DDii llaarraanngg!!  MMaassuukk BBAAWWAALL  PPUUMMAASSOOKK

2 禁煙 NNoo  SSmmookkiinngg 禁禁止止吸吸烟烟 CCẤMM  HHÚÚTT  TTHHUUỐCC DDii llaarraanngg!!  MMeerrookkookk BBAAWWAALL  MMAANNIIGGAARRIILLYYOO

3 火気厳禁 DDaannggeerr::  NNoo  OOppeenn  FFllaammee 严严禁禁烟烟火火 CCẤMM  LLỬAA DDii llaarraanngg!!  MMeenngggguunnaakkaann  AAppii MMAAPPAANNGGAANNIIBB::  BBAAWWAALL  AANNGG  AAPPOOYY  

4 駐車禁止 NNoo  PPaarrkkiinngg 禁禁止止停停车车 CCẤMM  ĐĐỖ  XXEE DDii llaarraanngg!!  PPaarrkkiirr   DDiissiinnii BBAAWWAALL  PPUUMMAARRAADDAA

5 一般禁止 ―― ―― ―― ―― ――

6 頭上注意 WWaattcchh  YYoouurr  HHeeaadd 当当心心头头顶顶 CCHHÚÚ  ÝÝ  TTRRÊÊNN  ĐĐẦUU AAwwaass!!  BBaaggiiaann  AAttaass  KKeeppaallaa IINNGGAATTAANN  AANNGG  UULLOO!!

7 足もと注意 WWaattcchh  YYoouurr  SStteepp 注注意意脚脚下下 CCHHÚÚ  ÝÝ  DDƯỚII  CCHHÂÂNN AAwwaass!!  BBaawwaahh  KKaakkii IINNGGAATTAANN  AANNGG  HHAAKKBBAANNGG!!

8 開口部注意 DDaannggeerr::  OOppeenniinngg  iinn  FFlloooorr 当当心心开开口口处处 CCHHÚÚ  ÝÝ  LLỖ  MMỞ   AAwwaass!!  AAddaa  LLuubbaanngg MMAAPPAANNGGAANNIIBB::  MMAAYY  BBUUTTAASS  SSAA  SSAAHHIIGG

9 感電注意 DDaannggeerr::  EElleeccttrr iiccaall   HHaazzaarrdd 当当心心触触电电 CCHHÚÚ  ÝÝ  ĐĐ IIỆNN  GGIIẬTT AAwwaass!!  BBaahhaayyaa  SSeennggaattaann  LLiissttrr iikk MMAAPPAANNGGAANNIIBB::  MMAAYY  KKUURRYYEENNTTEE  

10 墜落注意 DDaannggeerr::  FFaall ll iinngg  HHaazzaarrdd 当当心心坠坠落落 CCHHÚÚ  ÝÝ  RRƠII  NNGGÃÃ AAwwaass!!  TTeerrppeelleesseett  JJaattuuhh MMAAPPAANNGGAANNIIBB::  MMAAYY  MMAAAAAARRIINNGG  BBUUMMAAGGSSAAKK

11 路肩注意 MMiinndd  tthhee  SShhoouullddeerr 小小心心路路肩肩 CCHHÚÚ  ÝÝ  LLỀ  ĐĐƯỜNNGG HHaattii   hhaattii !!   JJaalluurr  DDaarruurraatt MMAAGG--IINNGGAATT  SSAA  TTAABBIINNGG--DDAAAANN

12 酸欠注意 DDaannggeerr::  RRiisskk  ooff  SSuuffffooccaattiioonn 当当心心缺缺氧氧 CCHHÚÚ  ÝÝ  TTHHIIẾUU  OOXXYY AAwwaass!!  KKeekkuurraannggaann  OOkkssiiggeenn MMAAPPAANNGGAANNIIBB::  MMAAAAAARRIINNGG  KKAAPPUUSSIINN  NNGG  HHIINNIINNGGAA

13 有機溶剤使用中 OOrrggaanniicc  SSoollvveenntt  iinn  UUssee 正正在在使使用用有有机机溶溶剂剂 ĐĐAANNGG  SSỬ  DDỤNNGG  DDUUNNGG  MMÔÔII  HHỮUU  CCƠ SSeeddaanngg  MMeenngggguunnaakkaann  LLaarruuttaann  OOrrggaanniikk!! MMAAYY  GGIINNAAGGAAMMIITT  NNAA  OORRGGAANNIICC  SSOOLLVVEENNTT

14 一般注意 ―― ―― ―― ―― ――

15 安全帯使用 WWeeaarr  SSaaffeettyy  BBeelltt 必必须须系系安安全全带带 SSỬ  DDỤNNGG  DDÂÂYY  AANN  TTOOÀÀNN GGuunnaakkaann  SSaabbuukk  PPeennggaammaann MMAAGGSSUUOOTT  NNGG  SSIINNTTUURROONNGG  PPAANNGGKKAALLIIGGTTAASSAANN  

16 保護帽着用 WWeeaarr  HHeellmmeett 必必须须戴戴安安全全帽帽   ĐĐỘII  MMŨŨ  BBẢOO  HHỘ   GGuunnaakkaann  TTooppii  PPeell iinndduunngg MMAAGGSSUUOOTT  NNGG  HHEELLMMEETT  

17 一般指示 ―― ―― ―― ―― ――

18 整理整頓 KKeeeepp  TTiiddyy 整整理理整整顿顿 VVỆ  SSIINNHH  SSẠCCHH  SSẼ RRaappiikkaann!!  DDeennggaann  TTeerraattuurr PPAANNAATTIILLIIHHIINNGG  MMAASSIINNOOPP  

19 最大積載荷重 MMaaxxiimmuumm  LLooaadd 最最大大载载荷荷 TTẢII  TTRRỌNNGG  TTỐII  ĐĐAA KKaappaassiittaass  BBeerraatt  BBeebbaann  MMaaxxiimmuumm PPIINNAAKKAAMMAABBIIGGAATT  NNAA  KKAARRGGAA

20 喫煙所 SSmmookkiinngg  AArreeaa 吸吸烟烟处处 NNƠII  HHÚÚTT  TTHHUUỐCC TTeemmppaatt  MMeerrookkookk LLUUGGAARR  PPAARRAA  SSAA  PPAANNIINNIIGGAARRIILLYYOO  

21 担架 SSttrreettcchheerr 担担架架 CCÁÁNNGG  KKHHIIÊÊNNGG TTaanndduu SSTTRREETTCCHHEERR

22 安全通路 SSaaffee  PPaassssaaggeewwaayy 安安全全通通道道 LLỐII  ĐĐ II  AANN  TTOOÀÀNN JJaalluurr  KKeeaammaannaann LLIIGGTTAASS  NNAA  DDAAAANNAANN

23 昇降階段 SSttaaiirrccaassee 上上下下楼楼梯梯 CCẦUU  TTHHAANNGG  BBỘ TTaannggggaa  NNaaiikk  TTuurruunn HHAAGGDDAANNAANN

24 休憩所 BBrreeaakk  RRoooomm 休休息息区区 KKHHUU  VVỰCC  NNGGHHỈ  NNGGƠII TTeemmppaatt  IIssttiirraahhaatt PPAAHHIINNGGAAHHAANN

25 消火器 FFiirree  EExxttiinngguuiisshheerr 灭灭火火器器 BBÌÌNNHH  CCHHỮAA  CCHHÁÁYY AAllaatt  PPeemmaaddaamm  KKeebbaakkaarraann PPAANNGG--AAPPUULLAA  NNGG  AAPPOOYY  

26 警報設備 AAllaarrmm  SSyysstteemm 警警报报设设备备 TTHHIIẾTT  BBỊ  BBÁÁOO  ĐĐỘNNGG PPeerraallaattaann  TTaannddaa  BBaahhaayyaa  ((AAllaarrmm)) SSIISSTTEEMMAANNGG  PPAANNGG--AALLAARRMMAA

27 ＡＥＤ設置場所 EEqquuiippppeedd  wwiitthh  AAEEDD AAEEDD（（自自动动体体外外除除颤颤器器））设设置置点点 NNƠII  CCÓÓ  ĐĐẶTT  AAEEDD TTeemmppaatt  IInnssttaallaassii   PPeerraallaattaann  AAEEDD MMAAYY  NNAAKKAAHHAANNDDAANNGG  AAEEDD
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